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■事故肥料譲渡許可申請について

〇 「事故肥料」を販売（譲渡）する場合、事故肥料譲渡許可申請の手続きが必要です。

〇 申請に問題がない場合は、「事故肥料譲渡許可証」を交付します。

〇 「事故肥料譲渡許可証」の交付後に事故肥料の販売が可能となります。

〇 肥料の品質の確保等に関する法律及び同法施行規則で規定された「事故肥料」は、以下のと

おりです。

　肥料の品質の確保等に関する法律第１９条第２項で規定される「事故肥料」

・天災地変により登録証に記載された規格に適合しなくなつた肥料

肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第１４条で規定される「事故肥料」

・吸湿、風化等の肥料の本質に基いて変質した場合

・火災、雨もり、生産設備の故障その他これらに準ずる事故により変質した場合

・荷粉又は容器の破損その他これに準ずる事故により異物が混入した場合

〇 同法施行令第４条で規定された、都道府県知事の譲渡許可対象になる事故肥料の範囲は、

以下のとおりです。

・都道府県に登録された普通肥料

・都道府県に届出受理された指定混合肥料

・県内の肥料販売業者が所有する、国登録・仮登録の普通肥料及び国が届出受理した指定混

合肥料

〇 下記の書類を１部ずつ福島県農業総合センターへ提出してください。

・譲渡許可申請書

申請書は１銘柄ごとに１件提出してください

・販売しようとする事故肥料の成分分析結果

※ 福島県農業総合センターでは持ち込まれた肥料の分析は行っておりません。成分分析は

分析事業者に依頼してください。

　事故肥料成分票について

・事故肥料を販売する際には、事故肥料成分票を添付します。

・事故肥料成分票には、様式の記載事項のみ記載できます。それ以外の事項の記載や、虚偽

の記載をしてはなりません。

事故肥料に該当する肥料

福島県知事による譲渡許可の対象となる事故肥料の範囲について

事故肥料の譲渡許可申請に係る手続きについて
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様式第１２号（日本産業規格Ａ４）（第16条関係）　

年　　月　　日

福島県知事　          様

　　　　　　　　　　　　　　　住所

　　　　　　　　　　　　　　　氏名（名称及び代表者の氏名）　

下記により事故肥料を譲渡したいので、肥料の品質の確保等に関する法律第１９条第２項の

規定により許可を申請します。

１　氏名及び住所（法人にあつてはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）　　　　

　

２　肥料の種類

３　肥料の名称

４　肥料の所在地

５　事故肥料発生前の肥料の数量及び保証成分量

６　譲渡しようとする肥料の数量及び主成分の含有量

７ 事故の概要

備考　１　仮登録肥料及び指定混合肥料にあつては２を記載しなくてよい。

事故肥料譲渡許可申請書

記
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様式第１２号（日本産業規格Ａ４）（第16条関係）　

                                　　　　　 　  　　　　　　　　　□□□□年△△月◇◇日 ＊１）

  福島県知事　◎◎　◎◎　様

                                    住　所　住 所 郡山市日和田町✪❂の✖✖ ＊２）

氏　名　　　株式会社〇〇〇〇

                                                                                        　代表取締役 〇〇　■■ ＊３）

＊３：押印不要

下記により事故肥料を譲渡したいので、肥料の品質の確保等に関する法律第１９条第２項の

規定により許可を申請します。

１　氏名及び住所

株式会社〇〇〇〇

代表取締役 〇〇　■■

郡山市日和田町✪❂の✖✖

２　肥料の種類

混合有機質肥料 ＊４）

＊４：告示「肥料の品質の確保等に関する法律に基づき普通肥料の公定規格を定める等の件」

から「混合有機質肥料」、「生石灰」等の該当する肥料の種類を記入。ただし、「指

定混合肥料」の場合は記載不要。

３　肥料の名称

福島配合肥料１号

４　肥料の所在地

福島市***☆☆字✖✖

５　事故肥料発生前の肥料の数量及び保証成分量 ＊５）

（１）数量 １０トン

（２）保証成分量 窒素全量 ５％

りん酸全量 ６％

事故肥料譲渡許可申請書

記

＊１：日付は西暦、和暦どちらでも可

＊２：法人の場合は履歴事項証明書に記載されている本社の所在地を記入

個人商店や任意組合の場合は代表者個人の住民票の住所を記入

（記載例）
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＊５：・汚泥肥料等の場合は、事故前の数量と含有を許される有害成分の最大量を記載

・汚泥肥料等を原料に含まない「特殊肥料等入り指定混合肥料」・「土壌改良資材入り

指定混合肥料」の場合は事故前の数量及び主要成分の含有量を記載

・汚泥肥料等を原料に含む「特殊肥料等入り指定混合肥料」・「土壌改良資材入り指定

混合肥料」の場合は事故前の数量、主要な成分の含有量及び原料として配合した汚泥

肥料等の種類を記載

６　譲渡しようとする肥料の数量及び主成分の含有量

（１）数量 １トン

（２）保証成分量 窒素全量 ４％ ＊６）

りん酸全量 ５％

＊６：・汚泥肥料等の場合は譲渡しようとする肥料の数量及び有害成分の含有量を記載

・汚泥肥料等を原料に含まない「特殊肥料等入り指定混合肥料」・「土壌改良資材入り

指定混合肥料」の場合は譲渡しようとする肥料の数量及び主成分の含有量を記載

・汚泥肥料等を原料に含む「特殊肥料等入り指定混合肥料」・「土壌改良資材入り指定

混合肥料」の場合は譲渡しようとする肥料の数量、主成分の含有量及び有害成分の含

有量を記載

７ 事故の概要

〇〇月●●に発生した■■■■■■■■■により、倉庫が倒壊・浸水した
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様式第13号（第19条関係）

許可番号

許可年月日

肥料の名称

主成分の含有量（％）

事故肥料成分票を付した者の氏名又は名称及び住所

・保証票の文字サイズは８ポイント以上ですが、肥料の正味重量が６㎏未満の場合は文字サ

イズを適宜調整してください。

様式第13号（第19条関係）

許可番号 福島県第１号

許可年月日 □□□□年△△月✖✖日

肥料の名称 福島配合肥料１号

主成分の含有量（％） 窒素全量 ４％ ＊１）

りん酸全量 ５％

＊１：分析値に基づき記載する

事故肥料成分票を付した者の氏名又は名称及び住所

株式会社〇〇〇〇

代表取締役 〇〇　■■

郡山市日和田町✪❂の✖✖

事故肥料成分分析票（記載例）

事故肥料成分分析票
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